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● 地域別まちづくり方針（地域別構想）は、地域の現況や課題、まちづくり方針（全体構想）により導かれる地
域ごとの具体的な都市施設の整備方針や、まちづくりの取組方針を示すもので、市民、事業者及び市が協働
で進めていく上での指針として明示することを目的とします。

● 地域別まちづくり方針の地域区分は、鉄道駅の駅勢圏、小中学校区、文化センター圏域等の市民の日常生活
圏の状況や土地利用等の共通性を踏まえ、８つの地域に分けました。

● 地域別まちづくり方針の改定に当たっては、各地域の団体の代表者による「まちづくりに関する意見交換
会」を開催し、意見交換会での意見を基に関係機関との調整を行い、取りまとめています。

■ 地域区分

３ 地域別まちづくり方針 （地域別構想）

多磨町全域、朝日町全域、
紅葉丘全域、白糸台１丁目～３丁目
及び４丁目～６丁目の一部、
若松町３丁目～５丁目

浅間町全域、天神町全域、
新町全域、幸町全域、
晴見町全域、栄町全域

武蔵台全域、北山町全域、
西原町全域、東芝町の一部

片町全域、日鋼町全域、
東芝町の一部、美好町全域、
分梅町１丁目、本宿町全域、
西府町全域

四谷全域、日新町全域 白糸台４丁目～６丁目の一部、
押立町全域、小柳町全域、若松町１丁目
及び２丁目、清水が丘全域、
日吉町全域、是政１丁目～５丁目

是政６丁目、矢崎町全域、
本町３丁目及び４丁目、
南町全域、分梅町２丁目～
５丁目、住吉町全域

府中町全域、緑町全域、
宮町全域、八幡町全域、
本町１丁目及び２丁目、
宮西町全域、寿町全域


